
（ 2） 補助対象事業費を過大に精算していたもの

3件 不当と認める国庫補助金 115,078,376円

虚偽の業務日誌を作成して実際には補助事業の業務に全く従事していない者を従事したこ

ととするなどして人件費が算定されていたため、国庫補助金の交付額が過大となっていた

もの （ 2件 不当と認める国庫補助金 112,012,731円）
部 局 等 補助事業者

等
間接補助事
業者等

補助事業
等

年 度 事 業 費
�
�
�

国庫補
助対象
事業費

�
�
�

左に対す
る国庫補
助金等交
付額

不当と認
める事業
費
�
�
�

国庫補
助対象
事業費

�
�
�

不当と認
める国庫
補助金等
相当額

千円 千円 千円 千円
（163）農林水産本

省
株 式 会 社
ジェイアー
ル東日本企
画
（事業主体）

― 新市場創
出対策事
業費補助
金（農 林
水産業と
食品産業
の連携強
化支援事
業）等

4、 5 171,353
（165,001）

164,205 40,249
（40,249）

40,249

（164）水 産 庁 同 ― 漁村活性
化対策事
業費補助
金（水 産
業復興販
売加速化
支援事業
のうち復
興 加 工
EC販 路
マッチン
グ支援事
業）等

4、 5 607,447
（607,447）

580,369 71,763
（71,763）

71,763

（163）（164）の計 778,800
（772,448）

744,575 112,012
（112,012）

112,012

（前掲 230ページの「委託事業の委託先及び国庫補助事業の補助事業者となっている会社において、虚

偽の業務日誌を作成して実際には委託事業等の業務に全く従事していない者を従事したこととするな

どして人件費が算定されていたため、委託費の支払額及び国庫補助金の交付額が過大となっていたも

の」及び後掲 401ページの 8府省庁の項参照）

水利施設等保全高度化事業の補助対象事業費を過大に精算していたもの

（ 1件 不当と認める国庫補助金 3,065,645円）
部 局 等 補助事業者

等
間接補助事
業者等

補助事業
等

年 度 事 業 費
�
�
�

�
�
�

国庫補
助対象
事業費

左に対す
る国庫補
助金等交
付額

不当と認
める事業
費
�
�
�

�
�
�

国庫補
助対象
事業費

不当と認
める国庫
補助金等
相当額

千円 千円 千円 千円
（169）九州農政局 福 岡 県

（事業主体）
― 水利施設

等保全高
度化

4、 5 36,841
（36,841）

18,420 6,131
（6,131）

3,065

福岡県は、農業用水の安定供給等を目的として、柳川市矢加部地区において、ボックスカルバート

の設置等の水路工事を施工業者に請け負わせて実施している。

本件工事の請負契約書によれば、請負業者が契約の目的物を完成させることができないことが明ら

かであるとき、発注者は直ちに契約を解除することができることとされており、この場合において、

工事目的物の完成前に契約が解除されたときは、請負業者は請負金額の 10分の 1に相当する額を違約

金として発注者の指定する期間内に支払わなければならないこととされている。
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土地改良事業関係補助金交付要綱（昭和 31年 31農地第 3966号農林事務次官依命通知）等によると、農林

水産大臣は、補助事業を実施するために必要な経費のうち、交付の対象として認める経費について、

予算の範囲内で補助金を交付し、補助事業者は、補助事業に要した経費を事業費として記載するなど

した収支精算書等を含む実績報告書を提出しなければならないこととなっている。また、違約金、返

還金その他の補助金に代わる収入があった場合は、補助事業に要した経費から違約金等の収入額を控

除した額を事業費とする実績報告書を提出することとなっている。

同県は、本件工事の請負業者が弁護士に破産手続に関する事務を依頼したことを把握し、本件工事

の目的物を完成させることができないことが明らかになったとして、契約条項に基づき契約を解除し

た。そして、同県は、契約解除までの出来高に相当する金額（以下「出来高金額」という。）を 36,841,200

円と算定するとともに、請負金額 61,312,900円の 10分の 1に相当する 6,131,290円を違約金とし、そ

の徴収を決定していた。さらに、同県は、当該違約金 6,131,290円について、出来高金額 36,841,200円

から前払金 27,378,600円を差し引いた未払工事代金 9,462,600円のうちの 6,131,290円と相殺すること

として、同額を本件工事契約の解除に伴う違約金収入として処理していた。

そして、同県は、本件工事について、出来高金額 36,841,200円を補助対象事業費とする実績報告書

を九州農政局に提出して、これにより国庫補助金 18,420,600円の交付を受けていた。

しかし、違約金等の収入があった場合は、補助事業に要した経費から違約金等の収入額を控除した

額を事業費とする実績報告書を提出することとなっているのに、同県は、補助事業に要した経費から

違約金を控除しないまま、実績報告書を提出していた。

したがって、前記の補助対象事業費 36,841,200円から違約金 6,131,290円を控除して適正な補助対象

事業費を算定すると 30,709,910円となり、本件補助対象事業費との差額 6,131,290円が過大に精算され

ていて、これに係る国庫補助金相当額 3,065,645円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同県において、補助対象事業費の算定に対する理解が十分でな

かったことなどによると認められる。

（ 3） 工事の設計が適切でなかったもの 2件 不当と認める国庫補助金 26,597,515円
護床工の設計が適切でなかったもの （ 1件 不当と認める国庫補助金 21,640,543円）
部 局 等 補助事業者

等
間接補助事
業者等

補助事業
等

年 度 事 業 費
�
�
�

�
�
�

国庫補
助対象
事業費

左に対す
る国庫補
助金等交
付額

不当と認
める事業
費
�
�
�

�
�
�

国庫補
助対象
事業費

不当と認
める国庫
補助金等
相当額

千円 千円 千円 千円
（170）中国四国農

政局
島 根 県 鹿足郡津和

野町
（事業主体）

農業用施
設災害復
旧

3、 4 23,574
（23,574）

23,267 21,925
（21,925）

21,640

えん

津和野町は、令和 3年 8月の豪雨により被災した頭首工
（注）
の堰体の上流部及び底版部、護床ブロック

せき

（以下「ブロック」という。）等を復旧するために、津和野町瀧元地区において、堰本体工、護床工等を実

施している。このうち護床工は、堰体の下流側の河床の洗掘を防止するために、 1個当たり 2.0tのブ

ロック 45個を新たに製作して設置するものである。

同町は、本件工事の設計を「農地・農業用施設・海岸等災害復旧事業の復旧工法 2014年版」（平成 26

年 9月農林水産省農村振興局防災課監修。以下「復旧工法」という。）等に基づき行うこととしている。そし

て、本件工事の設計業務を設計コンサルタントに委託し、設計図面、構造計算書等の成果品を検査し

て受領した上で、これらの成果品に基づき施工することとしていた。
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